
合法木材および木質バイオマスに係る認定申請にあたって

「事業者認定申請書」の作成

県木連へ提出・書類審査

現地調査

審査会

申請手数料納付

適合

適合

適合

認定

認定日(４／１または１０／１)の
1ヶ月前までに申請してください。
(厳守)

認定日の2週間前までに現地調査を
行いますので、申請時に調査希望日
をお知らせ下さい。

事業者認定実施要領を一読して、要件、
提出書類の確認をしてください。

※原則、素材生産または流通、製材事
業者であること。

※国産材(スギ・ヒノキ)の年間取扱実
績が500㎥以上であること等。


